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提案書様式第1号

1 市民の平等な利用を確保するものであること。

〆
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【管理運営の基本方針】

当団体は、千葉市中央コミュニティセンター及び松波分室の施設的特徴や地域特性を

加味し、市民のコミュニティ活動のための施設であることを十分理解し、 「千葉市新基

本計画」 「中央区基本計画」の目標達成に貢献するために､-以下の基本方針をもとに3

安定的かつ理想的な管理運営を実現します。

,～地域コミュニティをつなぐ、情報発信の場を創る～
ご b

q

…
』…澱醗鬮 ]L誰

【施設利用者や使用者の平等利用の確保】
f

F

｢施設の利用許可・承認及び利用の取消・停止」については、千葉市に代わり、利用

許可の権限を与えられることの責任感及び危険性を十分認識しています｡現指定管理者

として、既に策定している「使用許可業務に係る審査基準等｣に基づき、 「公平性・平
も

等性」を最重要点として捉え、施設の使用許可に関する業務に取り組みます。

①利用の許可・承認

0

コミュニティセンター条例第8条､同施行規則第3条等に基づき、当施設の設置目的を

踏まえて、市の代行として利用申込者《固人・専用）に対する施設の利用許可・承認を

行います。公平を期すため利用の受付は原則予約システムを活用し、システム対象外の
‐ 上

ものは先着11E･抽選等公平かつ明確な説明が可能な方式による選定を行います。

②利用の不許可・制限等

コミュニティセンター条例第9条等に基づき、施設の管理上支障がある又は公共の福

祉を阻害する恐れがあると認められる団体・利用者に対しては､~利用許可の制限・停止
グ ー

又は取り消しを行います。
君 。
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自治法第244条の2．コミ
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提案書様式第3－1号

2施設の管理を安定して行う能力を有すること。
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【業務実施体制】

業務責任者（所長）を中心に、副責任者及び各セクション責任者と連携を図りなが

施設の運営管理を行います。下図に示す通り、受付員・プール監視員を配置する他、

ループ各社及び他の管理施設からの事業連携・緊急対応といったサポートにより安全

施設環境の提供、質の高いサービスの提供、各種事業の実施を行っていきます。

f篭轟J蕊蕊蕊

【緊急時の連絡体制】

緊急時には、危機管理マニュアルに基づき汎i束日つ適確に発生後の情報収集を行い

それらを基に判断と指揮を実行できる危機管理体制及び連絡体制を確立することが重

です。

業務責任者を危機管理責任者とし、緊急時における情報管理や、対処（収集・判断

指揮）の流れを一元化することで、混乱の無い対応を実現します。被害の抑制と事態
j

収拾に努めると共に、市や関係機関、本部八事故発生時の一報及び経過・処理後の報

を行い、連携を取りながら対応していきます。
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【再委託の考え万

市内業者、準床
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a適切な履行の確保

委託事業者とは、業務仕様書に基＝

ま、現場のチェックを行い、問題が噌

要に応じて作業前・中・後の写真を獄

があった場合には、作業の再聿施お』

年細な契約を交オ
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函麗感

※自主事業教室の講師は除きます。

※松波分室責任者業務は、グループ企業へ外部発注する計画です。

｝
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提案書様式第4号

2施設の管理を安定して行う能力を有すること。
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【有資格者の配置について】

当施設における有資格者の配置については、現指定管理者として適正に配置してお

り、今後も引き続き配置する計画です。それに、これまでの当施設での施設管理運営実

績で培った経験やノウハウを加味することで、優れた人員による更なるサービスの提

供、及びより安全で安心できる施設環境を整備し、安定的な事業を実現していきます。

①総括業務（＝防火・防災管理者、安全衛生推進者）

当施設では、防火管理者の選任が求められ

ています。危機管理責任者も担う総括責任者

が防火管理者を務め、担当業務を遂行すると

ともに、施設の防火・防災対策に努めてお

り、総括責任者の総括業務を代行する副責任

者におきましても、防災管理者の資格を取得

しております。

また、従業員の安全や健康確保などに観点

から安全衛生推進者を選任しております。

②受付業務（＝図書館司書）

現在、当施設の図書室には、図書館司書を配置しております。

図書室では貸出業務を行っており、施設の立地条件や特性上、利

用者層は様々で、ニーズも多種多様なことから、専門的知識をも

った図書館司書を配置し、利用者の満足度向上に努めます。

③プール監視業務（＝プール衛生管理者、水上安全法救助員）

プール管理における衛生と安全に関する専門知識を習得したプ

－ル衛生管理者等の資格保持者を配置し、プール施設の適正な管

理に努めております。

また、プール施設内での傷病者が発生した場合の応急救護のた

めに、水上安全法救助員等の水上での救急救護に関する資格を保

持する者を配置しております。資格保持者以外の人員にもおいて

も、監視・応急処置等に関する研修を行い、資格取得者と同等の

知識と技術をもった人員の育成に努めます。

④全業務(=CPR&AED取扱に関する資格）

当団体は、指導員の資格を持つ者を抱えており、従事者

全員にCPR及びAEDに関する講習会を受講させていま

す。また、講習会以外にも日常的に研修を行い、従事者全

員の安全管理に関する意識と技術の向上を目指します。



ｰ

団体として適正な管理連宮を

高めるために、当団体が担う勇

這実績は、以下の通りです。
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提案書様式第5号

2施設の管理を安定して行う能力を有すること。
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【従事者の研修計画】

個々の能力に委ねるのでなく、誰が応対しても高品質の同じサービスを提供できるよ

>高いサービスレベルでの均一化を実現します。また、－番憂慮するべき「慣れ」と

｢惰性」を防止し、現状で満足せず常に向上心をもって、より高いサービスレベルを求

)続けられるよう、モチベーシヨンの維持や向上に関しても考慮した、専門教育を計画

]に実施します。

新人や再雇用者を含めた全従業員の研

副こおいて｢ライセンス制／研修管理シ

<テム」 （右図）を導入し、ステップア

ノプ方式をとることでスタッフのモチベ

ーションの向上を図ります。採用から従

訂開始までにD級の取得を目指し、団体

R部や現地での研修を実施します。ま

畠、C級を公的な有資格者と同等のしべ

'と位置づけ、A･B級の職員が下級の

壜の指導監督を実施するシステムとな

)ています。
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【業務引継計画】

現指定管理者として、万一事業が終了する場合は市や利用者への影響が出ないような

|継を進めていきたいと考えています。事業終了後一定期間は、市との連絡体制を整え

|継資料や施設の運営方法などに係る問い合わせに対応いたします。
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提案書様式第6号

2施設の管理を安定して行う能力を有すること。

龍把秘計

、

13

【従事者の業務水準を維持、向上させる方策】

詐 q
ニニ L 用 ﾛ吋

L

スタッフがあらゆる業務に対応できるマルチジヨブ化を目標に、総体的な提供サービ

ス水準の向上と業務の効率化を同時に実現できるよう、レベルに応じた適切な研修を計

画的に実施します6

1． 、 、

①教養研修（一般・マナー研修）

管理運営上利用者との接触が多く、挨拶や身だしなみなど基本的なマナーが市民の評

価に直結してしまう施設です。このため、受付職員から清掃スタッフまで管理運営に携

わる全スタッフに対して、利用者に心地よく利用して頂くための客対応や話し方を中心

とした研修を行います。同時に、事務処理・個人情報保護・緊急時対応といった運営時

に必要な基本的能力についての知識と技能についても習熟を図ります。
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②専門研修（技術研修も部門ごとの研修） 。
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プール運営管理・防災・防犯といった施設特有の業務に対応できるよう、各業務の中

心となる技術と補足すべき関連技術について、専門指導員や外部講師による指導を行い

ます。経験者はスキルの洗練・向上を初心者には基礎から習熟指導を施します。





提案書様式第8号

2施設の管理を安定して行う能力を有すること。
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【設備の管理方法（責任者、監視方法、点検方法等） 、備品の管理方法等について】

･建築設備機器管理業務

建築設備機器管理業務については、ビル全体の維持管理業者との日頃から連携・コミ

ユニケーションを密に図ることで、業務分担を明確にします。当団体が担う管理につい

ては、総括責任者の指揮・指導の下、各建築設備の日常点検を行います。また、専門業

者による定期（毎月）巡回を実施し、施設の安全確保の強化に努めます。万一、不具合

を発見した際は、市八報告し、協議の上修繕を行います。

蕊蕊溌溌

紗⑪

写甲

蒲難
F ，ﾐ ﾐ ;報《
品混"･璃坤F證彰.鋲幹”癖碑

"鋒慰 ,‘醤､翁 '諏
自簿『 :: ：

獄澱彰箪

も誌〆打ﾆ｡…ず〃子.蒜ﾏﾏ…渉

』 鍔. 号 ･ #竜野 二ｶ ﾖ
壬 P br d b 矛

野 』 ﾆﾆﾆ

■ル財J』

凸J

P

認識
麹蕊溌瀦誕簔塗溌燕蕊誕塁農護透き塁登迩堂墓溌蔓§

･安全監視体制

当団体は全国約150施設におけるプール監視業務実績を有し、その経験を基に独自の

安全管理システムを構築しています。

基本的な安全管理体制は「CPシステム」を採用

し、効果的な監視体制を実現しています。水質管理

では「遊泳用プールの衛生基準（厚生労働省健康局

通知） 」 「千葉県・千葉市遊泳用プール指導要綱」

を遵守し、残留塩素濃度・水素イオン濃度・水温．

濁度等の衛生基準を常に一定値に保ち、安心して利用できる環境を整備しています。
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また、監視体制をより強固にするために、業務の緊急通報シフ

ム「セーフティータートル」を導入しています。このシステム|后

溺水者を検知するのではなく、迅速な緊急連絡・通報を支援すそ

のです。本システムにより、救助の事実を他スタッフに迅速に伝

ることで、応援要請・救急要請までに要する時間が格段に短縮

れ、救命率の向上につながるものと考牙ます
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こよる管理を行い、安全に
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【施設の清掃菅埋について】

清掃業務においては、建築保全業務共通仕様書

帯による“美観の維持，，と“利用者の満足度”を

良や施設の使用状況を把握して作業に取り組むこ

央適で衛生的な環境を提供できると考えます。

中央コミユニティセンターでは、ビル全体の約

ワッフによるプール清掃を実施し、施設の美観⑦
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【庭園、外構施設の管理にご

庭園及び外構施設の管理に

君点検と、専門業者による局

里期間中lr.結木剪壼以外ir
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駐車場及び駐輪場の管理は、松波分室のみの業務となりますが、スタッフ巡回による

日常点検を1時間ごとに実施します。迷惑駐車には、張り紙により警告し対処します。

巡回後は業務日誌に記録し、伝達事項はあれば申し送りを行います。

松波分室は閑静な住宅街にあり、松波地域の皆様との繋がりに非常に重要と認識して

おり、不正駐車等により、近隣住民の皆様に迷惑が掛からないよう、適正な管理に努め

ます。

【薑備業務について】

利用者が安心してスポーツ・文化活動に親しめる環境を維持できる防犯体制を構築し

ます。関係法令や業務仕様に基づいた対策や防犯におけるスタッフ教育を行います。

①犯罪の起こりにくい環境の整備

盗難等の犯罪の発生率は、施設の雰囲気の良し悪しに比例するといわれています。犯

罪が起こりやすいような雰囲気をなくすため、見通しの悪い箇所は備品類を移動した

り、植栽の下枝を間伐したりすることにより、周囲からの見通しを確保します。また、

防犯のためにはトイレの雰囲気が重要であることから、 トイレを明るく清潔に保つこと

により、犯罪の起こりにくい施設とします。

②スタッフ巡回による防犯対応

安心して利用できる環境を提供するため、スタッフによる巡回点検を1時間ごとに実

施します。特に利用が多い、プール施設については、毎時の日常点検に加え、さらに不

定期での巡回点検を行うことで、更に強化を図りますd

松波分室は夜間・閉館時に関しては、これまで通り髻備会社(ALSOK)に機械薑

備を委託し、無人状況下においても万全の緊急体制を構築します。中央コミュニティセ

ンターにおいてはビル全体の管理業者に施設利用予定表を3日分渡すなど、連携を図り

ながら行っていきます。

③中央コミュニティセンターでの防犯対策

施設内で起きた盗難事件を機に、プール施設の出入口付近に防犯カメラを設置し、防

犯対策の強化に努めています。
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④個人情報の取扱手||膜

当施設で取り扱われ可 剴人情報は

Pル、手||腰

鯛#;鍵罵
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【市民に対する情報提供及び情報公開】

①個人に関する情報の公開

千葉市情報公開条例や市の指導に基づき、施設管

理運営に関わる市民の知る権利を保障し、情報公開

の推進を図ることで、市民（利用者）に説明する責

務を全うし、施設への理解と協力を深めます。

当施設で取り扱う個人情報の開示・利用・公開等

の請求に関しては、そのリスクを十分に理解し個人

情報管理責任者（総括責任者）の指示・監督のも
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の法令に基づいた

施設の管理運営

おける公半性の確保と、透明性の向上に努めていきます。

工

》
０９季1

Y

ｰ

22



提案書様式第10号

3施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

ソ
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【火災、盗難災害、情報漏えい等の事故・事件の防止（防災）対策について】

施設で起こる多くの事故や災害には、発生前に必ず何らかの兆候（前触れ）があり、

複数の“兆候”が積み重なって事故等の“現象，， になると考えられます。そして現象

の裏には発生の“原因，，が隠れており、兆候の早期発見、現象・原因への適切な対策に

よって多くの事態は回避できるものと思われます。

①安全管理体制の構築
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②安全管理マニュアルの策定・運用

d
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当団体は、利用者の事故やケガ・盗難・自然災害、設備事故、感染防止対策、個人情

報の漏洩等への事前対策が、当施設において重要な安全管理であると認識しています。

これらの事象に対し迅速且つ効果的な対応を実現させるため、県や市の安全管理に関す

る法令・計画等を踏まえ、これに当団体の実績とノウハウを加えた施設独自の「安全管

理マニュアル」を策定し、運用を行います。 ‘

③安全管理・緊急対応訓練の実施

災害・事故発生時に、安全な場所八の誘導や障害物の撤去等迅速な対応ができる体制

を確立するために、緊急対応訓練を継続的に進めていきます。また、ピル全体の防災訓

練にも積極的に参加し、事前に連携体制を強化します。

④災害時の施設転換･活用
災害発生時には避難所として使用することから、機能を補佐することが出来るよう、

千葉市及び消防・薑察等の関連団体の指導のもとに、地域防災計画に準拠した災害時の

施設機能を転換していきます。事前のシミュレーションを入念に行うことで、有事の際

には適切に運用し、多くの人々の生命や生活を守ることに努めます。
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L箏取・事件発生時、需要変動、第三者への賠償が必要となった場合の対Wi

①災害･事故発生時の初動連絡体制
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提案書様式第12号

4施設の効用を最大限発揮するものであること。

※当日に限り、超過利用可

※サークル登録団体の構成員（障害手帳、療育手帳、精神福祉手帳） 5割を超えた場合

は．減免対象となります〃

聯鷺f"ﾏー 一 幸稲.--碁 鰯‘
j

暫 副豚鼎. ‐ ，辱彌

隻晒豊螺：震 蕊鍜雰
蝉
溌
議
鍵
一

鱸

》

》

蕊

》

一

鶴

》

鱸

:澱綴垂鰯議議鍵議

;溌蕊迩溌溌蕊
§蕊鳶詠癒蕊裁
団体の構成邑（障害手I
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蠕鋤

窯霧&醗罵蕪蛋患
瑁可能となりまで

65歳以上は、 1枠で1回（2時間

紹渦時は減免対象外となりまで

亜閑可百日となりますn=IIRIはなしとなりまで

訂J西山§l今

・ ・ : ｢‐熟'
2E ゞI=，

L- -本の構伺

謨りまで

空’

／
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提案書様式第13号

4施設の効用を最大限発揮するものであること。

28

{蕊遜醗剃用書令Q交援畦灘燕職"! 〈, ､" Ⅱii!慰遮
4

, f : も:

､ ": " "鍬 " ： "識
金 土

【サービスの向上策など、予定している施設利用者への支援方策について】

中

①受付機能の向上（予約システムを熟知したスタッフの配置）

多様化する市民ニーズに対応するため、受付員には、た

だの管理人・案内人ではない、コンシェルジュの機能を持

たせ、予約システム熟知した者を配置します。

ソフトな対応で利用案内を行うとともに、市内の施設情

報や効果的な運動方法まで健康に関するあらゆる相談に応

えることのできるワンストップサービスを提供すること

で
す

、
０

施設の顔（千葉市の顔）としてのホスピタリティあふれたサービス提供を実現しま

②スタッフによる施設利用サポートの実施

当団体は、施設スタッフにより、施設利用状況に応じた施設

巡回を定期的に実施し、利用者の安全を確保します。また、状
可

況に応じて各諸室使用時における資器材のセッテイング補助業

識準霊2輪間謡璽需郵畢,堵?』 ： 、： 『ダ

溌
諦
一
》
斗
一
一
一
》
》

蕊
“
鍛
語
謡

》
一

〃鋼･命……評鞠…汚蕗一甜砿観 謡
が⑬…､句も¥丑…も…痴古公拝q寺F汐$

一

務を行い､施設利用者への安全指導と予約状況の調整を常に行讓溌鶯齢鐡
い、円滑な施設運営を実現します。 津塗基盤塞怒鐸睡窪"=謹密…

議蕊霞蕊堂蝋職"= "“

③コミセン通信の発行

施設の犠岡発信手段の一つとして毎月「コミセン通信」を発行します。教室やイベン

ﾄのお知らせから、営業情報のご案内、そして、スタッフの近況など市民が楽しめるあ

らゆる情報を定期的に情報発信していきます。

④地域・利用団体・運営協議会等との連携事業の展開

誰もが気軽に利用できる環境を整えるとともに、趣味づく

り支援や学びの場を積極的に提供し、世代を問わず市民が

｢つながる」きっかけづくりに寄与して参ります。 「誰も

が」参加できる場、そして市民が「つながる」場を創出する

ためには、多様化した市民のニーズを的確に捉えることが重

要であると共にセンター運営協議会や利用団体等との連携が

必要不可欠であると考えております。

施設利用団体による発表会や体験会、年齢を問わず楽しむ

ことのできる教室・イベントの実施等、 「目指す姿」に掲げ

られている「協働」や「支えあい」といった観点をふまえ、

連携事業を積極的に展開してまいります 0

工作イベント

ボッチャ体験



』

⑤子どもの居場所づくり人の取組み

前日までの段階で､予約の入っていない施設の一部を利

用し、壬どもたちの､F学びの場」や『遊びの場」として開

放します｡- 、

三

⑥ワンポイントレッスン（無料体験教室）の実施

新規利用者の獲得と、 リピーター化による定着率の向

上を目指して、スタッフによる定期的なワンポイントレ

ッスン（無料体験教室）を実施します。

実施に際しては場内の利用状況に配慮し、混雑時に

は、予定時間であっても実施を取りやめるなど、一般利

用者に影響の出ない運営を心掛けます6

、

これらサービスプログラムを導入にして、（前述する)様々な自主事業に利用者を呼
才 、

び込み、いきいきとした市民生活の実現に貢献したいと考えます。 :′

⑦図書室機能の充実

中央コミュニティセンター内にある図書宝のサービス向上策としてふおすすめコーナ

ー設置や当団体の推薦図書や新刊図書などの告知を行います6また､ﾛビｰの設置して
いる新聞を発行日から2日後に図書室に移動し、バックナンバーとして3ヶ月間保管

■■
し、閲覧が可能な状態にしています｡

また、人を通して本を知る。本を通して人を知る｣をキ

ャッチコピーに､:本の紹介コミユニケーシヨンイベント

「ビブリ1オバトル」を開催します｡‐ ‐

⑧日本文化体験 一

閑静な住宅街にある松波分室の地域特性を活かし、松波

地域の皆様や施設利用者の方を対象にした「お茶会」や

｢折り紙教室」の実施、また地域団体と連携し「講談･落

語」やr読み聞かせ」のイベント等を参加費無料で開催し

てきました。 、 。

まだ､建物の玄関先等に季節を感じさせる｢花｣や｢置きまだ、建物の玄関先等に季節を感じさせる｢花｣、や「置き物」

方に楽しんで頂けかるようにしています。 、ご ‘

等､おいて､:利用者の

【

⑨団体作品物の展示

本施設で活動している団体の作品（絵画・習字等）

の展示スペースを作成し、常時展示を致します。

サークル活動の発表の場を設けることで各団体の活

動促進を図るだけでなく《各団体の活動内容を知るこ

とで団体同士の交流の活性化にもつながります｡

29 I
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、

］

b

少 － ▲ ▲ = ＝ 酉二二二

⑩ふれあい親子サロン
ノ

地域住民が身近な場所で気軽に集まり、ふれあいを通

じて、仲間づくりの拠点となるふれあい親子サロンを提

供いたします。 ‘

さらに、子育て中の親子だけでなく､~高齢者や障がい

のある方、多世代での交流などの活動も行い、地域コミ

ユニティを形成いたします。

ふれあい親子サロンの活動としては、子育て中の親子を対象に読み聞かせ、ゲーム 、

お母さん同士の情報交換､先輩お母さんによる育児相談などを実施､軽い体操､工作
(手芸等） 。

、

〃

お茶を飲みながらのおしゃべり、昔おもちゃ遊びを実施し、 「気軽に」

｢無理なく」 「楽しく」 「自由に」に参加できるサロンとします。

⑪食品ロス問題への取り組み（フードバンク活動） ＝

フードバンクとは､食品製造業者や農家､家庭など

から、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品の寄

付を受け、食べ物に困っている方、福祉施設などに無

償で提供する活動やその活動を行う団体を言います。

現在日本では、年間643万トンもの食品がまだ食べ

られるのにもかかわらず捨てられており､食品ロスに

対する関心は年々高まっております｡‐

そこで当団体は食品ロス問題人の取り組みとして、千葉県に登録しているフードバン

ク団体である「フードバンクちば」のご協力の下、市民の方が家庭にお持ちの廃棄予定

の食品などを集め、 「フードバンクちば」にお届けする「フードドライブ｣活動を実施

致します。フードドライブにてお届けした食品は福祉施設などに寄付されます。

フードバンク活動を通じて、消費者は食べ物の食べ物を無駄にしない意識の醸成とゴ
壷 *

ミの削減に貢献することができ、事業者は食料資源の有効活用とゴミ処理費用の削減に

つながります。そしてなにより食べ物に困っている方々が安心して健康的な生活を送る

ことができる環境づくりをサポートすることで､地域福祉を推進することができます。
⑳ Ⅱ

⑫物販の実施
， 』

水泳用品を中心に施設を利用する上で、必要な品を販

売し利用者の活動支援を行っております。

また、ご許可を頂ければ、千葉商工会議所や千葉市観

光協会協力のもと、千葉市特産品のPR活動や販売を検討

､しております。中央コミュニティセンターから千葉市の

魅力を発信していきます。
Ｆ

'

ザ

h L

1

1

｢ 古

姑



提案書様式第14号

4施設の効用を最大限発揮するものであること。
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燃灘紘灘懲篭蟻灘議繼蕊蕊蕊議燕零蕊撚撫蕊蕊灘灘撫灘灘鍵蕊
【利用促進のための具体的方策について】

多くの地域住民に喜ばれ、
』

より多くの市民に利用
してもらい､市民の生涯を通じたｽポｰﾂ.文化活
動の活性化と豊かな生活の実現に少しでも寄与でき

るよう､利用者満足度の高い運営を行い、本施設を

｢市民に愛される施設｣といたします。

利用者満足度の高い運営を行うために特に重要な

ことは､実際に｢利用者が何を望んでいるのか｣を

把握したうえでサービス向上施策を講じることであ

ると認識しております｡この認識のもと､_利用者の

要望をまん（んなく反映した具体策（サービス向上
土 佇

策)を以下の3要素で検討します6: ≦ 「
h

令

ザ 『

① 「利用者の利便性を向上させるサービス」
匂

② 「付加価値性の高いサービス」 。
ログ ” 知

③． 「利用者に有益な情報を提供するサービス」

辱 尻

これらを適切な時期、ボリ｡ユームで提供することで利用者の満足度を高め、多くの

人々が何度も訪れる施設を作ります。なお、新たなサービス提供や各種システムの変更

を行うにあたっては、施設の設置目的や各種条例内容の範囲に抵触しないよう留意する

ともに、
迅面

必ず千葉市と協議を行い、承認を得た上で実行するものとします。

①
Ｌ

F 『

誰もが楽しめる多種多様な生涯スポーツ・文化プログラムの提供：

◆生活習慣病予防のためのスポーツ活動(健康づくり事業）
幸

』

A

J

』

内臓脂肪型肥満に着目した保健指導の事業実施が義務付けられた中で､健康相談や工

クササイズの提供等にて､生活習慣病予防のための活動を推進してきました。
舟 臼

畠

◆高齢者の健康づくり･介護予防のためのスポーツ活動（生きがいづくり事業）

千葉市の高齢化比率（65歳以上）は22.3％となっております｡高齢者が充実した潤い

のある生活を送るために、世代を超えたプログラムを企画し、高齢者の健康づくりのた

めのスポーツ活動の強化とコミュニティの活性化を目指します。
も " 8 ， や ．‐

■

f ,r 二

◆子供の体力｡居場所づくりの場としてのスポーツの提供（子ども育成事業）。

;少子化の進行や都市化に伴う商業地の増加により､子どもが安全に遊べる場所は年々
減少しており、 ｡子供たちが安全に過ごせる環境の整備が重要視されています｡ 『

‐ スポーツに親しむ機会の減少は､子供の体力低下にも大きく影響を与えています。子

供運動教室・親子参加型の企画の実施等

ていきます。

子供向けのスポーツ活動の強化にも目を向け
翌 『



1

急きっかけづくりの提供）

'こよる定着率の向上を目指し

体験教室）を実施します。上

君者を呼び込み、利用者自身

オ

明的なワ

ノ、左屏巨匡

U1史｣|生き|ql-にごロ、練り：

器無線IAN彊情の鑿ｲ程

の急速な晋及に伴い、スポー

ネットからの情報収集は－舟ツ・又化の世界においてもイ：

ﾖ勺なものとなっています。

館内にWi-Fi (無線LANIE

し、 リアルタイムな情報収集0

ソト瑳続ワーt

豈璋穿鑿身まで

の収組み

楽しめる環

一ソ篝の當

厄
携

の
今

廿
又

識
者羽

と、ノーマライゼーション活動も積極的に推進して

そく釆朗できるよつ、施設0

1ておりますへ今袴は、季胃

二れまで多くの方々

]型による施詔の＝

努めます。
竿拝 F合FF' 『 ' 鰯 ， , , 鰯 "獣＃螺李“､'F
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I

②施設運営協議会の設置・開イ

本施設の効用を最大化させ、

レクリエーションの振興と地鐵

展をより高めて行くために、よ

市民の意見反映の場として､‘千

者・地域住民･関連団体。指定

よる「施設運営協議会｣の設置

ます｡

運営協議協議会においては地鐵
f

玉9．

の経緯・結論の理由説明な

かにしていぐ「ガラズ張りC

ぜ

③要望の検討協議及

杷梶された利用者0

その反映の具体策

意見・要望は、施設責任者をヰ

重営ミーティング」で直ちに協

イングでは、公平件・公共件か

1

裁痙1」し1己ミ9． 臼

保たれ､設置目ビ

里の圭碩が可能ノ 毒します。また多種多様0

シ
‐
０
０

の
な
議

埒
の
協 二一人lま､、肥

速に準備に取

･要望等につ

者八の説明責

の評価と満足

青し今袴の運豈

U用者等の苦情等があった場合の対処

マニュアルに基づいた対応と改善

幸にもトラブルが起きてしまった時に

とは、 「迅速な対応」 。｢誠実な反応

|及び、 「速やかな市への報告」で友

昊年の経験の中で学んできました。

トラブルの対応体制（責任者･対応老

洛系統や責任の所在を明確にすること

E即応性のある対応を取るととも-に、

二重トラブルの発牛存防IHﾉます､

義も大切な

「B月確な言掃

国凹型畠が

、■宅観呼

一■燭を■石
一
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実際のトラブルの対処時には「トラブル対応マニュアル」に基づく対応を行います。

また、同じトラブルを引き起こさないように「苦情処理一覧表」を作成し、データを

共有化することにより再発の防止を図ります。

利用者の苦情や不満/、の対応を、問題解決への活動としてだけではな<CS(利用者

満足度向上）活動の一環ととらえ、その満足度を向上させるために最大限の努力をいた

します。市民の苦情・不満に積極的に耳をかたむけることで、より良い施設をつくりあ

げると同時に、 （その姿勢によって）当団体に対する信頼感や満足を獲得していこうと

考えております。そのために、日常のコミュニケーシヨンから得られる利用者の声（苦

情）を常に取り入れながら、施設の管理運営における改善・改革を推進してゆきます。

管理者のトラブル対応に対する利用者の満足・不満足の心理的推移が、施設運営への

評価に大きな影響を与えることがわかっています。

当団体では、 トラブルが発生してしまった際にはその対応を後回しや蔑ろには決して

せず、即座にそして誠実に向かい合うことで、早期解決を図ると共に、伝達ミスや利用

者感情の逆撫でなどによる新たな苦情の発生を防止します。

②トラブル・苦情対応委員会

苦情の対応にあたっては迅速・適切に行

うため苦情対応責任者を配置します（業務

責任者） 。苦情対応責任者は右記項目を主

な職務とし、苦情受付担当者（副責任者）

への指示及び連携をとりながら苦情八の対

応を行います。

苦情受付担当者（副責任者）は、苦情対

応責任者からの指示のもと、利用者又はそ

の関係者からの苦情の受付､苦情内容及び

利用者の意向の確認と記録、受付けた苦情及びその改善状況の報告を行います。

また、苦情受付担当委員会は、苦情対応責任者、苦情受付担当者及びその他関係スタ

ッフで構成し、責任者が必要に応じ設置します。苦情対応方法等について協議するとと

もに、経過や結果の周知を行い、再発の防止を図ります。

全スタッフが実際の苦情に対し適切に対応するために、 「トラブル対応マニュアル」

に従い口一ルプレイングを中心とした実務研彦を定期的に実施しています。また実際の

苦情が発生した場合は、その内容や対応方法についての臨時研修を適時実施し、更なる

対応能力の向上に努めます。

苦情受付担当委員会の組成
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・スホーツ施設の無米

こどもの日、スポー

の土曜日、日曜日はう

令和3年唐は．926名0

・絵本の読み聞かせ、おはなし会の実

「絵ほんの読み聞かせ」の他にも、

ちが飽きないようにレクリエーション

がら行います。現指定管理者として、

話し会では、参加した子どもや保護者

変の好評の声を頂いており、参加者数

えております。令和3年度は、 37名の弓

を計画しております、

溌鰯鰯鐇
八ました人 7月、 8月、 11月、 3月の計4E

1
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【各施設の稼働率目標】

【数値目標を達成するための具体

施設利用の向上を図るには、様

えます。折込チラシやSNSの活用、

チし活動の拠点として本施設を利

易機会を増やし、施設利用向上に

当団体は、あらゆる手段を用い

雪、 「あの施設行ってみたい！い

…霞溌

遮騒瓢蕊
騒蕊
謹
謹

明間曲

H掲載、 HPF

r直ぐ菫や！

ーーｰロゾグヒーV・ー

活動を行い、施設

思って頂ける、施

鼠慧議慧溌蕊

施回 凹昂h

灘溌議:議蕊

蕊鍵蕊謹蕊蕊
職 ｝景
謹蕊蕊議識簿i擬蕊蕊茎
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写延

･位置情報(GPS)マーケティングの活用による効果的な事業展開 ＆

株式会社データワイズ提供のDatawiseAreaMarketerを本施設の運営に活用し、利

用者ニーズ調査のため日々のコミュニケーションや施設アンケート等を活用してまいり

ました。この手法では施設来訪者の更なる要望については分析を行うことが出来ました

が、未利用者等については類似した施設の事例から推定し事業を計画する等、その手段

が限られたものとなっておりました。

本施設におけるニーズ調査にあたってはこれまで現指定管理者としてのノウハウに加

えてNTTドコモが保有する8,000万人以上のdポイント会員､ ｡1,000万ダウンロードを超

える同ポイントクラブアプリデータから集められたGPSデータを㈱データワイズから

提供を受け、事業の実施時間や対象・広告ターゲットエリアの選定等、運営に取り入れ

てまいります。 （個人は一切特定できないデータとなっております）本ツールの主な機

能として、位置情報から得られた結果より国勢調査等を加味して補正を行い特定の場所

における期間（時間帯）の人流を示すものです。

主な機能として

1 ．来館者がどの地域から来ているか（在住・在勤）

2．来館者の各比率（来館地域の割合。在住者/在勤者の割合・男女比・年齢層）

3．近隣施設訪問の有無(例:駅/駐車場利用を指定すれば交通手段の調査となる等）
4．周辺地域の交通量実態（車両・徒歩）

5．一定半径の指定（最大10km)の指定による時間帯別人口（比率ごと）を算出

といったものがあります。 、

1

当団体においては、これら結果を整理したうえ市と共有することも想定しており、広

場や公園等カウント自体が困難な場所の分析によるエリア利活用や周辺地域の来訪者数

についての分析が本施設を中心としたまちづくりにも利用できるのではないかと考えて

おります。

！
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目主事業を実施するにあたり社員

おいても、有資格者による指導を

灘謹
蕊箪鐡塗蕊感#灘蕊蕊
遥懸蕪誉霧議鐵驚灘雛灘蕊

＝L一
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緊急時の対応

旨導時において、急病人や

まど、被害者の救護を最優

ﾉ、救護活動をする上で知

当団体は、有事の際にも適

ヨ澁命z的彙ﾐ主･ AFnRV"

EIが発生した場合は、被害者0

こ行います。また、被害者の言

えた個人情報の保護に努めまで

ま救命処置が取れるよう、施冒

阜不沮||の事熊に備黄-て-の研修夢

Y篝・ ﾇ臨急王

発生原因特定

防止策の検討
､ 7 画 : E弘 ・

叉勾謝ワヘ級
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･積算根拠

露悪

I

ゾ|含める．口含めた
（

、

③管理運営経費に間接費を含める場合、間接費となる支出項目

間接費の算出根拠．配賦基準

鰯蕊鍵蕊

蕊
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【障害者を雇用する職種】

①受け入れ態勢の整備 、

障害者雇用に関しては、準備段階として労働環境．サポート体制を確立し、一時的な

雇用ではなく、施設の従事者として長期就労ができるようなハード及びソフト面の整備

を調査・実施していきます。ハード面の整備については、施設設備や形態の改善は費用

負担や時間的な問題が大きく、現実的には困難であることも多く、また一般利用者への

影響も考慮しなければなりません。施設改善を絶対条件とするのではなく、障害者本人

が職場で困っていることに対し､他のスタッフが工夫して緩和していく姿勢が大切にな

ると考えます。ソフト面の整備については現実的な対応として、一緒に従事するスタッ

ﾌの理解を深めると同時に法律や制度の確認を実施します。
Ⅱ

/
〆一

2障害者に向けた配慮

｢ハートビル法」や「交通バリアフリー法」 、 「ユニバーサルデザイン手法による設

計指針」の策定など､障害者や高齢者の社会活動八の参加を支援する制度が整ってきて

おります。その－方で、近隣のスポーツ施設では高齢者や障害者であるというだけで､

雇用や施設利用の制限がされたり、一定のサービスが受けられないといった事例も見受

ナられています。

当団体では､これらの背景をふまえ、施設の管理運営において、障害者をはじめとす

る社会的弱者への雇用支援・施設利用支援を図り、みんなで利用でき、また楽しめるよ

うな仕組みづくりに向けた取り組みに努めていきます。

3障害者雇用状況
I

本施設では、現在、障害者を1名雇用しております。今

麦も引き続き、民間企業における『障害者の雇用の促進等

こ関する法律』を遵守し、法定雇用率に相当する数以上の

計体障害者、知的障害者の雇用促進に努めています。

塑 一

Ⅱ

騨 驍翼慰霧烈
酌
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【職員の継続雇用の考え方】

当団体は現業スタッフの継続雇用を積極的に推進します。継続雇用によりスムーズな

営業開始が可能になると同時に、引き継ぎ業務に対する労力や経費が大幅に削減できる

とも考えています。

本施設におきましても、現指定管理者として原則､現従事者を継続雇用する計画で

す。働くスタッフは、施設の状況や運営システムを熟知し、利用者との信頼関係も築け

ており、引き続き円滑な業務の遂行が可能な貴重な戦力であると考えております。

【職員の雇用の安定化を図るための方策】

本施設の従業員全てに対し、労働関連法令に沿った労働環境を提供できるよう、全社

的な内部規律・規則の整備そして現地スタッフの労働環境に留意するとともに、モチ

ベーシヨン低下などの運営上のマイナス要素に対しても適正に対処します。

【指定管理者が他の事業者に替わる場合における施設職員の雇用の考え方】

本項目では、現指定管理者としての立場から、仮に業務終了を迎えた際には、新たな

指定管理者八のスムーズな移行を達成するために、全体で約3ヶ月間程度の引継期間を

設け、市担当者を交えながら、実務レベルまでの引継ぎを実施します。地域雇用の従事

者についても当人の意向を踏まえ調整を図ります。
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【利益等の還元の方針について】

本事業における利益の還元については、仕様で定められている基準に基づき還元いた

します。期待と信頼と満足度向上により高品質なサービスを提供することで収入増加を

図る一方、効率化による経費削減に努め、指定管理業務及び自主事業の両面において黒

字化を目指し、

います。

市へ還元することで、市の財政負担の軽減に貢献していきたいと考えて
P

還元額については、募集要項で定められている基準通り、一事業年度において、剰余

金が当該年度の総収入額の10％に当たる額を超える場合には、剰余金と当該年度の総

収入額の10％に当たる額の差額の2分の1の額を市に還元するものとします。

(※自主事業に係る収支が赤字となった場合は、自主事業を除く指定管理業務の収支
B E

により利益の還元額を計算します。 ）

ただし、自主事業に係る収支としますが、地域や利用者八の還元として「地域感謝

祭」と題した施設の無料開放や、新たなサービスや事業展開の原資、施設の安全管理に

向けた改修や修繕の実施費用に充てることで還元を行います。

j j

I


